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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包装する場
合でも硬貨の搬送路等で詰まり等の問題が生じることな
くこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬
貨を作成することができる硬貨包装機、硬貨包装システ
ムおよび硬貨包装方法を提供する。
【解決手段】硬貨包装機は、正常硬貨包装モードおよび
異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択
するための包装モード選択部９８と、正常硬貨包装モー
ドに対応する処理態様および異常硬貨包装モードに対応
する処理態様をそれぞれ記憶する記憶部８２と、包装モ
ード選択部９８により選択された包装モードに対応する
、記憶部８２に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を
行うよう硬貨包装機の各構成部材を制御する制御部８１
とを備えている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装機であって、
　包装されるべき硬貨を搬送する搬送部と、
　前記搬送部から送られた硬貨を積層状態に集積し、集積された複数の硬貨に包装媒体を
巻いて包装する包装部と、
　正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択する
ための包装モード選択部と、
　前記正常硬貨包装モードに対応する処理態様および前記異常硬貨包装モードに対応する
処理態様をそれぞれ記憶する記憶部と、
　前記包装モード選択部により選択された包装モードに対応する、前記記憶部に記憶され
た処理態様で硬貨の包装処理を行うよう前記硬貨包装機の各構成部材を制御する制御部と
、
　を備えた、硬貨包装機。
【請求項２】
　前記搬送部に設けられ、前記包装部に送られる前の硬貨を識別する識別部を更に備え、
　前記包装モード選択部は、前記識別部により識別される硬貨が正常硬貨ではないことが
検知されたときに前記異常硬貨包装モードを選択可能とする、請求項１記載の硬貨包装機
。
【請求項３】
　前記搬送部により搬送される硬貨を前記包装部に送るか否かの選別を行う選別部を更に
備え、
　前記制御部は、前記包装モード選択部により前記異常硬貨包装モードが選択されると、
前記識別部による硬貨の識別結果にかかわらず、前記搬送部により搬送される硬貨を前記
選別部により選別しないで全て前記包装部に送るよう前記硬貨包装機の各構成部材を制御
する、請求項２記載の硬貨包装機。
【請求項４】
　前記記憶部に記憶される、前記正常硬貨包装モードに対応する処理態様および前記異常
硬貨包装モードに対応する処理態様は、前記搬送部における硬貨の搬送路の高さ、前記搬
送路の幅の大きさ、投入された硬貨の繰り出しを行うための繰出部から前記搬送部への硬
貨の繰り出し動作のリトライ回数、前記搬送部による硬貨の搬送速度、前記搬送部による
前記包装部への硬貨の搬送動作のリトライ回数、前記包装部に送られるべき硬貨が集積さ
れる集積部に硬貨が１枚ずつ集積される度に硬貨支持部が下降する量、前記包装部に包装
媒体を送る動作のリトライ回数、包装された包装硬貨を前記包装部から排出する動作のリ
トライ回数、および前記包装部における硬貨の包装速度のうち少なくとも一つの項目に係
る設定値である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の硬貨包装機。
【請求項５】
　前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一部の項目の前記設
定値を任意で設定することができる、請求項４記載の硬貨包装機。
【請求項６】
　前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一部の項目の前記設
定値が設定されると他の項目の前記設定値が自動で設定される、請求項５記載の硬貨包装
機。
【請求項７】
　前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一部の項目の前記設
定値を任意で設定したときに、設定された前記設定値が前記記憶部に記憶される、請求項
５または６記載の硬貨包装機。
【請求項８】
　前記記憶部は持ち運び可能な記憶媒体からなり、前記硬貨包装機には、前記記憶媒体に
記憶された情報を読み取る読取部が設けられており、
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　前記記憶媒体に記憶された各前記設定値を他の硬貨包装機の前記読取部に読み取らせる
ことにより、他の硬貨包装機でも元の硬貨包装機の前記記憶媒体に記憶された各前記設定
値で硬貨の包装処理を行うことができる、請求項７記載の硬貨包装機。
【請求項９】
　前記記憶部に記憶された各前記設定値を他の装置に送信するための通信部を更に備え、
　前記記憶部に記憶された各前記設定値を前記通信部により他の硬貨包装機に送信するこ
とにより、他の硬貨包装機でも元の硬貨包装機の前記記憶部に記憶された各前記設定値で
硬貨の包装処理を行うことができる、請求項７記載の硬貨包装機。
【請求項１０】
　前記異常硬貨包装モードとして、各項目の前記設定値の少なくとも一部が互いに異なる
複数の種類の異常硬貨包装モードが設けられており、
　前記包装モード選択部により前記異常硬貨包装モードが選択される際に、複数の種類の
異常硬貨包装モードからある一つの異常硬貨包装モードが選択される、請求項４乃至９の
いずれか一項に記載の硬貨包装機。
【請求項１１】
　複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装ユニットであって、包装されるべき硬
貨を搬送する搬送部と、前記搬送部から送られた硬貨を積層状態に集積し、集積された複
数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する包装部とを有する硬貨包装ユニットと、前記硬貨包
装ユニットに通信可能に接続され、当該硬貨包装ユニットの管理を行う管理装置とを備え
た硬貨包装システムであって、
　正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択する
ための包装モード選択部と、
　前記正常硬貨包装モードに対応する処理態様および前記異常硬貨包装モードに対応する
処理態様をそれぞれ記憶する記憶部と、
　前記包装モード選択部により選択された包装モードに対応する、前記記憶部に記憶され
た処理態様で硬貨の包装処理を行うよう前記硬貨包装ユニットの各構成部材を制御する制
御部と、
　を備えた、硬貨包装システム。
【請求項１２】
　複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装方法であって、
　正常硬貨包装モードに対応する処理態様および異常硬貨包装モードに対応する処理態様
をそれぞれ記憶部に予め記憶させておく工程と、
　正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択する
工程と、
　選択された包装モードに対応する、前記記憶部に記憶された処理態様で硬貨の包装処理
を行う工程と、
　を備えた、硬貨包装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定枚数集積した集積硬貨を包装紙等の包装媒体で包装する硬貨包装機、こ
のような硬貨包装機を備えた硬貨包装システムおよびこのような硬貨包装機による硬貨包
装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所定枚数集積した集積硬貨を包装紙等の包装媒体で包装する硬貨包装機として従来から
様々なタイプのものが知られている。従来の硬貨包装機は、概して、所定枚数集積した集
積硬貨を３本の包装ローラで挟み込み、包装ローラを回転駆動して集積硬貨を回転させな
がら包装紙を供給し、集積硬貨の周面に包装紙を巻き付け、その後、上下一対の巻込み針
を集積硬貨の上下の端面へ向けてそれぞれ接近移動させ、包装紙の上下の両端を集積硬貨
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の上下の端面に巻込んでかしめることにより包装硬貨を作成している。
【０００３】
　また、特許文献１に開示される硬貨包装機では、巻込み針が包装紙の両端を集積硬貨の
端面に巻込む巻込み速度を任意に選択することができるようになっている。このような硬
貨包装機では、包装ローラの回転速度を金種に応じて調整するとともに巻込み針の巻込み
速度を選択された巻込み速度に調整するようになっている。このような硬貨包装機によれ
ば、包装紙の状態や硬貨のばらつきに対応して確実に包装することが可能となるとともに
、同じ金種の硬貨でも丁重に包装したいあるいは早く包装して処理効率を向上させたいと
いった要望にも対応することができる。
【０００４】
　また、特許文献２には、金種指定手段により金種が指定されると、予め硬貨情報入力手
段で硬貨情報記憶手段に入力された当該金種硬貨の硬貨情報に基づいて算出手段が算出し
た処理に適した硬貨通路幅、高さ、硬貨集積部の内径と一致するように、制御手段が硬貨
通路幅調節手段、硬貨通路高さ調節手段および硬貨集積部内径調節手段を作動させる硬貨
包装機が開示されている。また、特許文献３には、硬貨通路に繰り出される硬貨の識別の
結果、最初に識別された正常な硬貨に合わせて金種設定を行うことができ、このため処理
対象硬貨の金種設定操作の手間が必要なく、操作性を向上させることができる硬貨包装機
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際特許出願公開公報ＷＯ２００９／１１８８５３
【特許文献２】特許第３４１４７６４号
【特許文献３】特許第３２７３６８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の硬貨包装機では、変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨が硬貨包装機
に送られるとこのような異常硬貨は排除されてしまったり、あるいは硬貨通路で詰まりを
起こしてしまい硬貨包装機の動作が停止してしまったりするという問題があった。また、
特許文献１乃至３に開示されるような硬貨包装機を用いることにより硬貨通路や硬貨集積
部の内径等の様々な寸法を変更して異常硬貨を包装しようとしても、設定変更に時間がか
かり異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨を作成することができなかった。
【０００７】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、変形硬貨や汚損硬貨等の異常
硬貨を包装する場合でも硬貨の搬送路等で詰まり等の問題が生じることなくこのような異
常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨を作成することができる硬貨包装機、硬貨包装
システムおよび硬貨包装方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の硬貨包装機は、複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装機であって、
包装されるべき硬貨を搬送する搬送部と、前記搬送部から送られた硬貨を積層状態に集積
し、集積された複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する包装部と、正常硬貨包装モードお
よび異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択するための包装モード選択部
と、前記正常硬貨包装モードに対応する処理態様および前記異常硬貨包装モードに対応す
る処理態様をそれぞれ記憶する記憶部と、前記包装モード選択部により選択された包装モ
ードに対応する、前記記憶部に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を行うよう前記硬貨
包装機の各構成部材を制御する制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　このような硬貨包装機によれば、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうち
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いずれかの包装モードを選択し、選択された包装モードに対応する、記憶部に記憶された
処理態様で硬貨の包装処理を行うよう各構成部材を制御することにより、変形硬貨や汚損
硬貨等の異常硬貨を包装する場合でも異常硬貨包装モードを選択することによってこの異
常硬貨包装モードに対応する処理態様で異常硬貨を処理することができ、よって硬貨の搬
送路等で詰まり等の問題が生じることなくこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して
包装硬貨を作成することができる。
【００１０】
　本発明の硬貨包装機は、前記搬送部に設けられ、前記包装部に送られる前の硬貨を識別
する識別部を更に備え、前記包装モード選択部は、前記識別部により識別される硬貨が正
常硬貨ではないことが検知されたときに前記異常硬貨包装モードを選択可能とするように
なっていてもよい。
【００１１】
　本発明の硬貨包装機は、前記搬送部により搬送される硬貨を前記包装部に送るか否かの
選別を行う選別部を更に備え、前記制御部は、前記包装モード選択部により前記異常硬貨
包装モードが選択されると、前記識別部による硬貨の識別結果にかかわらず、前記搬送部
により搬送される硬貨を前記選別部により選別しないで全て前記包装部に送るよう前記硬
貨包装機の各構成部材を制御するようになっていてもよい。
【００１２】
　本発明の硬貨包装機においては、前記記憶部に記憶される、前記正常硬貨包装モードに
対応する処理態様および前記異常硬貨包装モードに対応する処理態様は、前記搬送部にお
ける硬貨の搬送路の高さ、前記搬送路の幅の大きさ、投入された硬貨の繰り出しを行うた
めの繰出部から前記搬送部への硬貨の繰り出し動作のリトライ回数、前記搬送部による硬
貨の搬送速度、前記搬送部による前記包装部への硬貨の搬送動作のリトライ回数、前記包
装部に送られるべき硬貨が集積される集積部に硬貨が１枚ずつ集積される度に硬貨支持部
が下降する量、前記包装部に包装媒体を送る動作のリトライ回数、包装された包装硬貨を
前記包装部から排出する動作のリトライ回数、および前記包装部における硬貨の包装速度
のうち少なくとも一つの項目に係る設定値であってもよい。
【００１３】
　この場合、前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一部の項
目の前記設定値を任意で設定することができるようになっていてもよい。
【００１４】
　また、この際に、前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一
部の項目の前記設定値が設定されると他の項目の前記設定値が自動で設定されるようにな
っていてもよい。
【００１５】
　また、前記異常硬貨包装モードに対応する各前記設定値のうち少なくとも一部の項目の
前記設定値を任意で設定したときに、設定された前記設定値が前記記憶部に記憶されるよ
うになっていてもよい。
【００１６】
　また、前記記憶部は持ち運び可能な記憶媒体からなり、前記硬貨包装機には、前記記憶
媒体に記憶された情報を読み取る読取部が設けられており、前記記憶媒体に記憶された各
前記設定値を他の硬貨包装機の前記読取部に読み取らせることにより、他の硬貨包装機で
も元の硬貨包装機の前記記憶媒体に記憶された各前記設定値で硬貨の包装処理を行うこと
ができるようになっていてもよい。
【００１７】
　あるいは、本発明の硬貨包装機は、前記記憶部に記憶された各前記設定値を他の装置に
送信するための通信部を更に備え、前記記憶部に記憶された各前記設定値を前記通信部に
より他の硬貨包装機に送信することにより、他の硬貨包装機でも元の硬貨包装機の前記記
憶部に記憶された各前記設定値で硬貨の包装処理を行うことができるようになっていても
よい。
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【００１８】
　本発明の硬貨包装機においては、前記異常硬貨包装モードとして、各項目の前記設定値
の少なくとも一部が互いに異なる複数の種類の異常硬貨包装モードが設けられており、前
記包装モード選択部により前記異常硬貨包装モードが選択される際に、複数の種類の異常
硬貨包装モードからある一つの異常硬貨包装モードが選択されるようになっていてもよい
。
【００１９】
　本発明の硬貨包装システムは、複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装ユニッ
トであって、包装されるべき硬貨を搬送する搬送部と、前記搬送部から送られた硬貨を積
層状態に集積し、集積された複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する包装部とを有する硬
貨包装ユニットと、前記硬貨包装ユニットに通信可能に接続され、当該硬貨包装ユニット
の管理を行う管理装置と、を備えた硬貨包装システムであって、正常硬貨包装モードおよ
び異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択するための包装モード選択部と
、前記正常硬貨包装モードに対応する処理態様および前記異常硬貨包装モードに対応する
処理態様をそれぞれ記憶する記憶部と、前記包装モード選択部により選択された包装モー
ドに対応する、前記記憶部に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を行うよう前記硬貨包
装ユニットの各構成部材を制御する制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　このような硬貨包装システムによれば、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モード
のうちいずれかの包装モードを選択し、選択された包装モードに対応する、記憶部に記憶
された処理態様で硬貨の包装処理を行うよう硬貨包装ユニットの各構成部材を制御するこ
とにより、硬貨包装ユニットにおいて変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包装する場合で
も異常硬貨包装モードを選択することによってこの異常硬貨包装モードに対応する処理態
様で異常硬貨を処理することができ、よって硬貨包装ユニットにおいて硬貨の搬送路等で
詰まり等の問題が生じることなくこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨
を作成することができる。
【００２１】
　本発明の硬貨包装方法は、複数の硬貨に包装媒体を巻いて包装する硬貨包装方法であっ
て、正常硬貨包装モードに対応する処理態様および異常硬貨包装モードに対応する処理態
様をそれぞれ記憶部に予め記憶させておく工程と、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包
装モードのうちいずれかの包装モードを選択する工程と、選択された包装モードに対応す
る、前記記憶部に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を行う工程と、を備えたことを特
徴とする。
【００２２】
　このような硬貨包装方法によれば、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのう
ちいずれかの包装モードを選択し、選択された包装モードに対応する、記憶部に記憶され
た処理態様で硬貨の包装処理を行うよう各構成部材を制御することにより、変形硬貨や汚
損硬貨等の異常硬貨を包装する場合でも異常硬貨包装モードを選択することによってこの
異常硬貨包装モードに対応する処理態様で異常硬貨を処理することができ、よって硬貨の
搬送路等で詰まり等の問題が生じることなくこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装し
て包装硬貨を作成することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の硬貨包装機、硬貨包装システムおよび硬貨包装方法によれば、変形硬貨や汚損
硬貨等の異常硬貨を包装する場合でも硬貨の搬送路等で詰まり等の問題が生じることなく
このような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨を作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態による硬貨包装機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す硬貨包装機を上方から下方に向かって見たときの内部構成の概略を示
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す概略構成図である。
【図３】図１に示す硬貨包装機における一対の巻込み針およびカム軸の構成を示す側面図
である。
【図４】図１に示す硬貨包装機における制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】図１に示す硬貨包装機の記憶部に記憶される、正常硬貨包装モードおよび各異常
硬貨包装モードＡ～Ｃにそれぞれ対応する処理態様を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図５は、本実施
の形態による硬貨包装機を示す図である。このうち、図１は、本実施の形態による硬貨包
装機の外観を示す斜視図であり、図２は、図１に示す硬貨包装機を上方から下方に向かっ
て見たときの内部構成の概略を示す概略構成図であり、図３は、図１に示す硬貨包装機に
おける一対の巻込み針およびカム軸の構成を示す側面図である。また、図４は、図１に示
す硬貨包装機における制御系の構成を示す機能ブロック図である。また、図５は、図１に
示す硬貨包装機の記憶部に記憶される、正常硬貨包装モードおよび各異常硬貨包装モード
Ａ～Ｃにそれぞれ対応する処理態様を示す表である。
【００２６】
　図１に示すように、本実施の形態による硬貨包装機１０は略直方体形状の筐体１１（図
１において二点鎖線で表示）を備えており、この筐体１１の上部には、処理されるべき硬
貨を投入するためのホッパ１２が設けられている。また、筐体１１の前面下部には、包装
硬貨を筐体１１内から筐体１１外に投出するための包装硬貨投出部１５が設けられている
。また、筐体１１の側方には、硬貨を包装するためのロール状の包装紙１６が載置される
包装紙供給台１７が設けられており、この包装紙供給台１７に載置されているロール状の
包装紙１６から巻き出された帯状の包装紙１６が筐体１１内に送られるようになっている
。
【００２７】
　また、図１に示すように、筐体１１の内部には、ホッパ１２の下側に硬貨を供給するた
めの供給部１８、この供給部１８から供給される硬貨を１枚ずつ繰り出すための回転円盤
部１９、この回転円盤部１９から繰り出された硬貨を搬送するための搬送部２０、この搬
送部２０から送られた硬貨を所定枚数ずつ集積するための集積部２１、および集積部２１
から送られた集積硬貨を包装紙１６で包装して包装硬貨を作成するための包装部２２がそ
れぞれ設けられている。
【００２８】
　また、図１に示すように、筐体１１の側方上部には、硬貨包装機１０により行われる硬
貨の包装処理に係る情報を表示するとともに操作者により操作可能となっている操作表示
部１３が設けられている。具体的には、操作表示部１３は、硬貨包装機１０により行われ
る硬貨の包装処理に係る情報を表示するモニタ１３ａおよび操作者により操作可能（具体
的には、押下可能）となっている複数の操作キー１３ｂを有している。なお、操作表示部
１３として、図１に示すようなモニタ１３ａおよび操作キー１３ｂを有するものではなく
、例えばタッチパネル等からなるものが用いられてもよい。
【００２９】
　このような硬貨包装機１０の各構成部材の詳細について以下に説明する。
【００３０】
　図１および図２に示すように、供給部１８は、供給円盤２５およびこの供給円盤２５の
周囲に配置された周壁２６を有している。このような供給部１８は、ホッパ１２に投入さ
れた硬貨を受け入れた供給円盤２５の回転によって、硬貨を周壁２６の一部が開口された
部分を通じて回転円盤部１９に所定量ずつ供給するようになっている。
【００３１】
　また、回転円盤部１９は、回転円盤２９、この回転円盤２９の周囲に配置された周壁３
０および搬送部２０との接続部分に設けられた厚み規制部材３１を有している。ここで、
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厚み規制部材３１は、搬送部２０との接続部分において回転円盤２９の上面との間に硬貨
がその厚み方向に１層状態で通過可能とする間隙をあけて配置されている。このような回
転円盤部１９は、回転円盤２９の回転によって、硬貨を厚み規制部材３１の下側を通じて
厚み方向に１層状態として搬送部２０に繰り出すようになっている。
【００３２】
　搬送部２０には、硬貨が搬送される搬送路３３が設けられている。この搬送路３３は、
回転円盤２９の上面と同一面に配置される通路底板３４、３５、ならびにこれらの通路底
板３４、３５の一側と他側とに通路幅方向に移動可能に配置された可動通路部材３６、３
７、３８から構成されている。ここで、搬送方向下流側の通路底板３５は可動通路部材３
８と一体的に通路幅方向に移動可能となっている。
【００３３】
　搬送部２０の搬送路３３の上方には、硬貨を搬送方向下流側へ向けて搬送する搬送ベル
ト部３９として、搬送方向上流側に配置された第１の搬送ベルト４０と、搬送方向下流側
に配置された第２の搬送ベルト４１とが配置されている。第１の搬送ベルト４０は、通路
底板３４の上方に回転自在に軸支されたプーリ４２と、通路底板３５の上方に回転自在に
軸支されたプーリ４３とにわたって掛け回されている。第２の搬送ベルト４１は、通路底
板３５の上方に回転自在に軸支されたプーリ４４と、集積部２１の上方に回転自在に軸支
されたプーリ４５とにわたって掛け回されている。これらの第１の搬送ベルト４０の搬送
方向下流側の端部と第２の搬送ベルト４１の搬送方向上流側の端部とは、搬送方向に重複
するように通路幅方向に並んで配置されている。
【００３４】
　なお、本実施の形態では、第１の搬送ベルト４０と第２の搬送ベルト４１とを搬送方向
に重複するように通路幅方向に並んで配置したが、これは小径の硬貨も確実に搬送させる
ためであり、特にこの配置に限定されることはなく、小径の硬貨であっても搬送できれば
、一直線上に搬送ベルト４０、４１を配置してもよい。
【００３５】
　また、本実施の形態では、第１の搬送ベルト４０および第２の搬送ベルト４１をそれぞ
れ、通路底板３４、３５に向かう方向および通路底板３４、３５から遠ざかる方向にそれ
ぞれ移動させることができるようになっている。このことにより、通路底板３４、３５と
、各搬送ベルト４０、４１との間の隙間の距離の大きさである搬送路３３の高さを変える
ことができるようになっている。
【００３６】
　搬送部２０において、通路底板３４と通路底板３５との間であって第１の搬送ベルト４
０の下側に、通路幅が調整された設定金種の硬貨より小径の硬貨を排出するための排出口
４７が開口形成されている。この排出口４７の両側は可動通路部材３６と可動通路部材３
８とで構成されており、可動通路部材３６、３８の移動によって排出口４７の開口幅を変
化させることができるようになっている。
【００３７】
　排出口４７より搬送方向下流側であって第１の搬送ベルト４０の領域に、硬貨を識別す
る識別センサ４８および硬貨を計数するカウントセンサ４９がそれぞれ設けられている。
【００３８】
　識別センサ４８より搬送方向下流側であって第１の搬送ベルト４０と第２の搬送ベルト
４１とが重複する領域に、硬貨を停止させるためのストッパ５０が設けられている。この
ストッパ５０は、ストッパ駆動部としてのソレノイド（図示せず）の駆動によって、可動
通路部材３８側から通路内に進退移動可能となっている。また、本実施の形態では、識別
センサ４８より搬送方向下流側に追加排出口（図示せず）が設けられている。そして、識
別センサ４８により識別不能であるがカウントセンサ４９により検知された硬貨や、識別
センサ４８により識別された硬貨のうち包装部２２により包装される硬貨の金種ではない
硬貨はこのような追加排出口により排出されるようになっている。
【００３９】
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　搬送部２０の末端には、この搬送部２０の末端から放出される硬貨を検知するためのチ
ェックセンサ５１が設けられている。
【００４０】
　また、可動通路部材３６、３８は、通路幅調整部５３によって、両側の可動通路部材３
６、３８の移動により通路幅が処理する硬貨の金種に応じて調整される。この通路幅調整
部５３は、可動通路部材３８を複数の軸５４で通路幅方向にスライド可能に支持している
。また、可動通路部材３８の外側に通路幅調整カム５５が設けられており、通路幅方向に
対応した通路幅調整カム５５の両側に、可動通路部材３６、３８に連結されたベアリング
５６、５７が当接されている。そして、処理する硬貨の金種に応じて通路幅調整カム５５
を回転させ、可動通路部材３６、３８を通路幅方向に移動させることにより、通路幅およ
び排出口４７の開口幅を調整することができるようになる。
【００４１】
　また、集積部２１は、搬送部２０の末端で通路幅方向の両側に互いに対向して上下方向
に回動可能として硬貨を集積する一対の集積ベルト６１、および搬送部２０の末端から放
出される硬貨を一対の集積ベルト６１間に保持する集積ガイド６２を有している。一対の
集積ベルト６１の表面には、硬貨を載せて集積する硬貨支持部６３が設けられている。
【００４２】
　そして、搬送部２０の末端から放出される硬貨を一対の集積ベルト６１の硬貨支持部６
３上に集積する毎に所定の長さ（具体的には、硬貨１枚の厚さ）分だけ硬貨支持部６３が
下降するように一対の集積ベルト６１を回動させていくことにより、集積部２１に所定枚
数の硬貨を集積する。集積部２１に集積された集積硬貨は下方の包装部２２へ移動させら
れるようになっている。
【００４３】
　図１に示すように、包装部２２は３本の包装ローラ６７を有しており、これらの包装ロ
ーラ６７間に集積部２１で集積した集積硬貨を配置して挟み込むとともに回転させながら
、所定長さの包装紙１６を供給し、集積硬貨の周囲に包装紙１６を巻き付け、上下一対の
巻込み針６８で包装紙１６の上下の端部を集積硬貨の上下の端面に巻込んでかしめ、包装
硬貨を作成する。作成した包装硬貨は下方へ放出し、包装硬貨投出部１５へ投出する。
【００４４】
　所定長さの包装紙１６を供給するために、帯状の包装紙１６を給紙する給紙ローラ６９
、および包装紙１６を所定長さに切断するカッター７０がそれぞれ設けられている。
【００４５】
　図３に示すように、上下一対の巻込み針６８は、各巻込み針６８を支持する支持部７１
が支持軸７２によって上下方向にスライド可能に支持されている。支持軸７２の近傍には
支持軸７２と平行にカム軸７３が回転可能に配置され、このカム軸７３に取り付けられた
カム７４に従動する各アーム７５を介して巻込み針６８が上下方向にスライドする。各ア
ーム７５は、一端が軸７６で定位置に回転可動に支持され、他端が各支持部７１に連結さ
れ、中間部がカム７４に当接して従動する。そして、カム軸７３の１回転で１回の包装紙
１６の巻込み動作が完了するものであり、初期位置では上下一対の巻込み針６８が互いに
離間した位置にあり、カム軸７３の回転開始とともに上下一対の巻込み針６８が互いに接
近する方向に移動し、包装紙１６の巻込み終了後に上下一対の巻込み針６８が互いに離間
する方向に移動して初期位置に戻るように構成されている。さらに、カム軸７３の回転に
より、上下一対の巻込み針６８は、待機時には３本の包装ローラ６７間から退避するよう
移動し、包装紙１６の巻込み動作時には３本の包装ローラ６７間に入って移動するように
構成されている。
【００４６】
　次に、本実施の形態による硬貨包装機１０を制御する制御部８１について図４を用いて
説明する。図４に示すように、制御部８１には、操作表示部１３、識別センサ４８、カウ
ントセンサ４９、チェックセンサ５１、供給部１８、回転円盤部１９、搬送部２０、搬送
ベルト部３９、集積部２１、包装部２２がそれぞれ通信可能に接続されている。
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【００４７】
　図４に示すように、供給部１８は、供給円盤２５を回転駆動させる供給モータ８４を有
している。また、回転円盤部１９は、回転円盤２９を回転駆動させる回転円盤モータ８５
を有している。また、搬送部２０は、通路幅調整カム５５を回転駆動させる通路幅モータ
８６、およびストッパ５０を移動させるストッパ駆動部としてのストッパソレノイド８７
をそれぞれ有している。そして、通路幅モータ８６が通路幅調整カム５５を回転駆動させ
ることにより、通路幅を広げて排出口４７から硬貨を排出する。
【００４８】
　また、図４に示すように、搬送ベルト部３９は、第１の搬送ベルト４０を正逆回転駆動
させる第１のモータ８９、第２の搬送ベルト４１を正逆回転駆動させる第２のモータ９０
、および通路底板３４、３５に対する各搬送ベルト４０、４１の高さを上下させる硬貨案
内モータ９１をそれぞれ有している。また、集積部２１は、一対の各集積ベルト６１を回
転駆動させる集積モータ９２、９３、および一対の集積ベルト６１の間隔を硬貨の金種に
応じて調整する内径モータ９４をそれぞれ有している。また、包装部２２は、包装ローラ
６７を回転駆動させる包装ローラ駆動部としての包装ローラモータ９５、カム軸７３を１
回転させて上下の巻込み針６８で包装紙１６の端部を集積硬貨の端面に巻込んでかしめさ
せる巻込み針駆動部としてのカム軸モータ９６、および給紙ローラ６９を回転駆動させる
給紙モータ９７をそれぞれ有している。
【００４９】
　また、図４に示すように、制御部８１には記憶部８２が通信可能に接続されている。記
憶部８２には、金種毎に設定された通路幅や、包装ローラ６７の回転速度、包装紙１６の
巻込み速度等、予め定められた値が記憶されている。また、本実施の形態では、記憶部８
２には、正常な硬貨を包装する際に用いられる正常硬貨包装モードに対応する処理態様お
よび変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包装する際に用いられる異常硬貨包装モードに対
応する処理態様がそれぞれ記憶されるようになっている。このような記憶部８２における
記憶内容の詳細については後述する。
【００５０】
　また、制御部８１には包装モード選択部９８が通信可能に接続されている。このような
包装モード選択部９８により、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいず
れかの包装モードが選択されるようになる。このような包装モード選択部９８の機能の詳
細については後述する。また、制御部８１には通信部９９が通信可能に接続されている。
制御部８１は通信部９９によりこの制御部８１が設けられた硬貨包装機１０とは別の装置
（例えば、上位端末や別の硬貨包装機１０）に対して信号の送受信を行うことができるよ
うになっている。
【００５１】
　次に、このような構成からなる硬貨包装機１０の動作（具体的には、硬貨包装機１０に
よる硬貨の包装処理）について説明する。なお、以下に示すような硬貨包装機１０の動作
は、制御部８１が当該硬貨包装機１０の各構成部材を制御することにより行われるように
なっている。
【００５２】
　まず、操作者は操作表示部１３の操作キー１３ｂにより正常硬貨包装モードおよび異常
硬貨包装モードのうちどちらの包装モードで硬貨の包装処理を行うかを制御部８１に手動
で入力する。包装モード選択部９８は、操作表示部１３の操作キー１３ｂにより手動で入
力された情報に基づいて、正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれか
の包装モードを選択する。以下の説明では、まず包装モード選択部９８により正常硬貨包
装モードが選択された場合について述べる。
【００５３】
　包装モードの選択が行われた後、操作者は硬貨をホッパ１２に投入し、操作表示部１３
の操作キー１３ｂにより硬貨の包装処理開始の指令を制御部８１に手動で入力する。硬貨
の包装処理開始の指令が制御部８１に入力されると、供給部１８の供給円盤２５、回転円
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盤部１９の回転円盤２９、搬送部２０の各搬送ベルト４０、４１がそれぞれ回転する。こ
のことにより、ホッパ１２内の硬貨は供給円盤２５から回転円盤２９に供給され、この回
転円盤２９の回転によって硬貨が１枚ずつ搬送部２０に繰り出される。
【００５４】
　搬送部２０では、回転円盤２９から繰り出された硬貨を第１の搬送ベルト４０により搬
送路３３内に掻き出して搬送方向下流側へ向けて搬送する。搬送路３３内で搬送される硬
貨は識別センサ４８により識別される。ここで、識別センサ４８により識別された硬貨が
包装対象となる金種の硬貨でありかつ正常な硬貨である場合には、当該硬貨は搬送部２０
の末端に搬送されて集積部２１に放出され、この集積部２１に集積される。また、識別セ
ンサ４８で所定枚数の硬貨が検知されると、次の硬貨をストッパ５０で停止させ、所定枚
数の硬貨を集積部２１に集積させる。一方、識別センサ４８により識別された硬貨が包装
対象となる金種の硬貨ではなかったり包装対象となる金種の硬貨であるが正常な硬貨では
なかったりした場合には、当該硬貨は追加排出口から排出されるようになる。そして、集
積部２１で所定枚数集積された集積硬貨は包装部２２に移動させられ、３本の包装ローラ
６７間で挟み込まれる。そして、各包装ローラ６７を包装ローラモータ９５で回転駆動さ
せることにより、各包装ローラ６７とともに集積硬貨を回転させる。
【００５５】
　その後、回転する集積硬貨と包装ローラ６７との間に包装紙１６の先端を供給し、集積
硬貨の周囲に包装紙１６を巻き付ける。包装紙１６は、包装途中で所定の長さとなるよう
カッター７０で切断される。その後、カム軸モータ９６によりカム軸７３を回転させ、包
装紙１６の巻込み動作を開始する。カム軸７３が定位置から回転を始めると、上下一対の
巻込み針６８が互いに接近するよう移動し、このことにより包装紙１６の上下の端部を集
積硬貨の上下の端面に巻込んでかしめ、包装硬貨を作成する。その後、上下一対の巻込み
針６８が互いに離間するよう移動し、これらの巻込み針６８が初期位置に戻り、カム軸７
３が１回転して停止する。
【００５６】
　その後、包装部２２により作成された包装硬貨は下方に放出され、包装硬貨投出部１５
へ投出される。
【００５７】
　本実施の形態による硬貨包装機１０では、正常な硬貨を包装する際に用いられる正常硬
貨包装モードに対応する処理態様および変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包装する際に
用いられる異常硬貨包装モードに対応する処理態様がそれぞれ予め設定されており、包装
モード選択部９８において正常硬貨包装モードが選択された場合にはこの正常硬貨包装モ
ードに対応する処理態様で硬貨の包装処理が行われ、また、包装モード選択部９８におい
て異常硬貨包装モードが選択された場合にはこの異常硬貨包装モードに対応する処理態様
で硬貨の包装処理が行わるようになっている。具体的には、記憶部８２には、正常硬貨包
装モードに対応する処理態様および異常硬貨包装モードに対応する処理態様がそれぞれ記
憶されており、制御部８１は、包装モード選択部９８により選択された包装モードに対応
する、記憶部８２に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を行うよう硬貨包装機１０の各
構成部材を制御するようになっている。
【００５８】
　記憶部８２に記憶されている、正常硬貨包装モードに対応する処理態様および異常硬貨
包装モードに対応する処理態様について図５に示す表を用いて説明する。
【００５９】
　図５の表に示すように、正常硬貨包装モードに対応する処理態様および異常硬貨包装モ
ードに対応する処理態様として、「搬送路高さｈ」「搬送路幅ｗ」「繰り出し動作のリト
ライ回数ａ」「搬送速度ｖ」「搬送動作のリトライ回数ｂ」「集積部での硬貨の下げ量ｐ
」「包装紙送り動作のリトライ回数ｃ」「排出動作のリトライ回数ｄ」「包装速度ｑ」が
挙げられている。ここで、「搬送路高さｈ」とは、搬送部２０の搬送路３３の高さのこと
をいい、具体的には、通路底板３４、３５と、各搬送ベルト４０、４１との間の隙間の大
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きさのことをいう。上述したように、本実施の形態では、硬貨案内モータ９１によって、
第１の搬送ベルト４０および第２の搬送ベルト４１をそれぞれ通路底板３４、３５に向か
う方向および通路底板３４、３５から遠ざかる方向にそれぞれ移動させることができるよ
うになっているため、通路底板３４、３５と、各搬送ベルト４０、４１との間の隙間の距
離の大きさである搬送路３３の高さを変えることができるようになる。また、「搬送路幅
ｗ」は、搬送部２０の搬送路３３の幅の大きさのことをいい、具体的には、両側の可動通
路部材３６、３８の間の大きさのことをいう。上述したように、本実施の形態では通路幅
調整部５３によって各可動通路部材３６、３８を搬送路３３の幅方向に移動させることに
より当該搬送路３３の幅の大きさを変えることができるようになる。
【００６０】
　また、「繰り出し動作のリトライ回数ａ」とは、回転円盤部１９の回転円盤２９から搬
送部２０の搬送路３３への硬貨の繰り出し動作のリトライ回数のことをいう。具体的には
、回転円盤部１９の回転円盤２９から搬送部２０の搬送路３３へ硬貨を繰り出す際に硬貨
が例えば厚み規制部材３１等に引っ掛かることにより硬貨の繰出不良が発生した場合には
、回転円盤部１９の回転円盤２９を停止させることにより当該回転円盤２９から搬送部２
０の搬送路３３への硬貨の繰り出しを一旦停止させ、その後回転円盤２９を所定時間逆回
転させる。その後、再び回転円盤２９を順方向に回転させて当該回転円盤２９から搬送部
２０の搬送路３３への硬貨の繰り出し動作を再開させることを「繰り出し動作のリトライ
」という。このような硬貨の繰り出し動作のリトライが予め設定された所定のリトライ回
数だけ行われても依然として硬貨の繰出不良が続く場合には、硬貨包装機１０全体の動作
が停止され、操作表示部１３のモニタ１３ａ等に警告表示がなされるようになる。
【００６１】
　また、「搬送速度ｖ」とは、搬送部２０の搬送路３３における硬貨の搬送速度のことを
示している。本実施の形態では搬送ベルト部３９の第１のモータ８９や第２のモータ９０
によって第１の搬送ベルト４０や第２の搬送ベルト４１の回転速度を変えることにより硬
貨の搬送速度を変えることができるようになっている。また、「搬送動作のリトライ回数
ｂ」とは、搬送部２０における硬貨の搬送動作のリトライ回数のことをいう。搬送部２０
において各搬送ベルト４０、４１により硬貨の搬送を行う際に硬貨の詰まり等の搬送不良
が発生した場合には、各搬送ベルト４０、４１を停止させることにより搬送部２０におけ
る硬貨の搬送動作を一旦停止させ、その後各搬送ベルト４０、４１を逆転させる。その後
、再び各搬送ベルト４０、４１を順方向に回転させて搬送部２０における硬貨の搬送動作
を再開させることを「搬送動作のリトライ」という。このような硬貨の搬送動作のリトラ
イが予め設定された所定のリトライ回数だけ行われても依然として硬貨の搬送不良が続く
場合には、硬貨包装機１０全体の動作が停止され、操作表示部１３のモニタ１３ａ等に警
告表示がなされるようになる。また、集積部２１に集積された集積硬貨のうち最上層にあ
る硬貨を搬送部２０に戻し、搬送部２０から各搬送ベルト４０、４１により硬貨を集積部
２１に再び送る場合がある。このような動作も上記の「搬送動作のリトライ」に含まれる
ものとする。
【００６２】
　また、「集積部での硬貨の下げ量ｐ」とは、集積部２１に硬貨が１枚ずつ集積される度
に硬貨支持部６３が下降する量のことをいう。このような集積部２１での硬貨の下げ量は
、集積モータ９２、９３が一対の各集積ベルト６１を移動させる量を変化させることによ
り変えることができるようになっている。また、「包装紙送り動作のリトライ回数ｃ」と
は、包装部２２への包装紙１６の送り動作のリトライ回数のことをいう。包装部２２にお
いて集積硬貨に包装紙１６を適切に巻くことができずこの包装部２２において包装紙１６
の滞留が生じてしまうことにより包装部２２への包装紙１６の送り不良が発生した場合に
は、包装部２２への包装紙１６の送り動作を一旦停止させ、その後包装紙１６を逆方向に
搬送する。その後、再び包装部２２への包装紙１６の送り動作を再開させることを「包装
紙送り動作のリトライ」という。このような包装紙１６の送り動作のリトライが予め設定
された所定のリトライ回数だけ行われても依然として包装紙１６の送り不良が続く場合に
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は、硬貨包装機１０全体の動作が停止され、操作表示部１３のモニタ１３ａ等に警告表示
がなされるようになる。
【００６３】
　また、「排出動作のリトライ回数ｄ」とは、包装部２２において包装紙１６により集積
硬貨を包装した後に包装硬貨を当該包装部２２から落下させて包装硬貨投出部１５に送る
動作のリトライ回数のことをいう。包装部２２において包装紙１６により集積硬貨を包装
した後に包装硬貨を３本の包装ローラ６７から落下させる際に落下すべき包装硬貨が引っ
掛かってしまい包装硬貨投出部１５に送られなかった場合には、包装部２２から包装硬貨
を落下させる動作が繰り返されるようになる。このような包装部２２から包装硬貨を落下
させる動作を繰り返すことを「排出動作のリトライ」という。このような包装部２２から
包装硬貨を落下させる動作のリトライが予め設定された所定のリトライ回数だけ行われて
も依然として包装硬貨が包装硬貨投出部１５に送られない場合には、硬貨包装機１０全体
の動作が停止され、操作表示部１３のモニタ１３ａ等に警告表示がなされるようになる。
また、「包装速度ｑ」とは、包装部２２における硬貨の包装速度のことをいい、具体的に
は各包装ローラ６７の回転速度や巻込み針６８が包装紙１６の両端を集積硬貨の端面に巻
込む巻込み速度のことをいう。このような包装部２２における硬貨の包装速度は、包装ロ
ーラモータ９５による各包装ローラ６７の回転速度やカム軸モータ９６による巻込み針６
８の移動速度を変えることにより変化するようになっている。
【００６４】
　本実施の形態では、上述したように、硬貨の包装モードとして、正常な硬貨を包装する
際に用いられる正常硬貨包装モードおよび変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を処理する際
に用いられる異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードが選択されるようになって
いるが、図５の表に示すように、正常硬貨包装モードに対応する処理態様として、「搬送
路高さｈ０」「搬送路幅ｗ０」「繰り出し動作のリトライ回数ａ０」「搬送速度ｖ０」「
搬送動作のリトライ回数ｂ０」「集積部での硬貨の下げ量ｐ０」「包装紙送り動作のリト
ライ回数ｃ０」「排出動作のリトライ回数ｄ０」「包装速度ｑ０」がそれぞれ記憶部８２
に記憶されており、包装モード選択部９８により正常硬貨包装モードが選択されると、こ
の記憶部８２に記憶された正常硬貨包装モードに対応する処理態様に基づいて制御部８１
は硬貨包装機１０の各構成部材を制御するようになる。具体的には、硬貨案内モータ９１
によって第１の搬送ベルト４０および第２の搬送ベルト４１をそれぞれ通路底板３４、３
５に向かう方向または通路底板３４、３５から遠ざかる方向にそれぞれ移動させることに
より、通路底板３４、３５と、各搬送ベルト４０、４１との間の隙間の距離の大きさであ
る搬送路３３の高さを「搬送路高さｈ０」と同じ大きさとなるようにする。また、通路幅
調整部５３によって各可動通路部材３６、３８を搬送路３３の幅方向に移動させることに
より当該搬送路３３の幅の大きさを「搬送路幅ｗ０」と同じ大きさとなるようにする。ま
た、搬送ベルト部３９の第１のモータ８９や第２のモータ９０によって第１の搬送ベルト
４０や第２の搬送ベルト４１の回転速度を変えることにより搬送部２０の搬送路３３にお
ける硬貨の搬送速度を「搬送速度ｖ０」と同じ大きさとなるようにする。また、集積モー
タ９２、９３が一対の各集積ベルト６１を移動させる量を変化させることにより、集積部
２１に硬貨が１枚ずつ集積される度に硬貨支持部６３が下降する量を「集積部での硬貨の
下げ量ｐ０」と同じ大きさとなるようにする。また、包装ローラモータ９５による各包装
ローラ６７の回転速度やカム軸モータ９６による巻込み針６８の移動速度を変えることに
より、包装部２２における硬貨の包装速度を「包装速度ｑ０」と同じ大きさとなるように
する。
【００６５】
　また、包装モード選択部９８により正常硬貨包装モードが選択された場合には、回転円
盤部１９の回転円盤２９から搬送部２０の搬送路３３への硬貨の繰り出し動作のリトライ
回数が「繰り出し動作のリトライ回数ａ０」に達したとき、搬送部２０における硬貨の搬
送動作のリトライ回数が「搬送動作のリトライ回数ｂ０」に達したとき、包装部２２への
包装紙１６の送り動作のリトライ回数が「包装紙送り動作のリトライ回数ｃ０」に達した
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とき、または包装部２２から包装硬貨を落下させて包装硬貨投出部１５に送る動作のリト
ライ回数が「排出動作のリトライ回数ｄ０」に達したときに、硬貨包装機１０全体の動作
が停止され、操作表示部１３のモニタ１３ａ等に警告表示がなされるようになる。
【００６６】
　また、本実施の形態では、図５の表に示すように、異常硬貨包装モードとして各項目の
設定値の少なくとも一部が互いに異なる３つの異常硬貨包装モードＡ～Ｃが予め設定され
ており、各異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する処理態様として、「搬送路高さｈ１～ｈ

３」「搬送路幅ｗ１～ｗ３」「繰り出し動作のリトライ回数ａ１～ａ３」「搬送速度ｖ１

～ｖ３」「搬送動作のリトライ回数ｂ１～ｂ３」「集積部での硬貨の下げ量ｐ１～ｐ３」
「包装紙送り動作のリトライ回数ｃ１～ｃ３」「排出動作のリトライ回数ｄ１～ｄ３」「
包装速度ｑ１～ｑ３」がそれぞれ記憶部８２に記憶されている。このように、複数（具体
的には３つ）の種類の異常硬貨包装モードＡ～Ｃが設定されていることにより、異常硬貨
の様々な種類に応じて異常硬貨包装モードの種類を変えることができるようになる。例え
ば、変形硬貨と汚損硬貨とで異常硬貨包装モードの種類を変えることができる。
【００６７】
　ここで、変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨は正常な硬貨と比較して硬貨の厚み等が大き
く搬送動作や包装動作で処理しにくいと考えられるため、各異常硬貨包装モードＡ～Ｃに
対応する処理態様に係る各項目の数値は正常硬貨包装モードに対応する処理態様に係る各
項目の数値よりも緩い条件となるよう設定されている。具体的には、各異常硬貨包装モー
ドＡ～Ｃに係る「搬送路高さｈ１～ｈ３」「搬送路幅ｗ１～ｗ３」「集積部での硬貨の下
げ量ｐ１～ｐ３」は正常硬貨包装モードに係る「搬送路高さｈ０」「搬送路幅ｗ０」「集
積部での硬貨の下げ量ｐ０」よりもそれぞれ大きくなっており、各異常硬貨包装モードＡ
～Ｃに係る「包装速度ｑ１～ｑ３」は正常硬貨包装モードに係る「包装速度ｑ０」よりも
小さくなっている。また、各異常硬貨包装モードＡ～Ｃに係る「繰り出し動作のリトライ
回数ａ１～ａ３」「搬送動作のリトライ回数ｂ１～ｂ３」「包装紙送り動作のリトライ回
数ｃ１～ｃ３」「排出動作のリトライ回数ｄ１～ｄ３」はそれぞれ正常硬貨包装モードに
係る「繰り出し動作のリトライ回数ａ０」「搬送動作のリトライ回数ｂ０」「包装紙送り
動作のリトライ回数ｃ０」「排出動作のリトライ回数ｄ０」よりも多くなっており、各異
常硬貨包装モードＡ～Ｃではより多くの回数のリトライを行うことができるようになって
いる。
【００６８】
　上述したように、本実施の形態による硬貨包装機１０において硬貨の包装処理を行うに
あたり、操作者はホッパ１２に硬貨を投入する前に操作表示部１３の操作キー１３ｂによ
って正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モード（具体的には、異常硬貨包装モードＡ
～Ｃ）のうちいずれかの処理モードを手動で制御部８１に入力する。ここで、ホッパ１２
に投入される硬貨が全て正常な硬貨である場合には操作者は正常硬貨包装モードを選択し
、ホッパ１２に投入される硬貨に変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨が含まれている場合に
は操作者は異常硬貨包装モードＡ～Ｃのうちいずれかの異常硬貨包装モードを選択する。
ここで、各異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する処理態様に係る各項目の数値は正常硬貨
包装モードに対応する処理態様に係る各項目の数値よりも緩い条件となるよう設定されて
いるため、ホッパ１２に投入された異常硬貨が回転円盤部１９から搬送部２０に繰り出さ
れて包装部２２に送られても硬貨の繰出不良や搬送異常が発生することが抑制され、包装
部２２において異常硬貨を含む集積硬貨に包装紙１６を巻いて包装硬貨を確実に作成する
ことができるようになる。
【００６９】
　なお、本実施の形態では、正常硬貨包装モードや異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する
処理態様として、「搬送路高さｈ」「搬送路幅ｗ」「繰り出し動作のリトライ回数ａ」「
搬送速度ｖ」「搬送動作のリトライ回数ｂ」「集積部での硬貨の下げ量ｐ」「包装紙送り
動作のリトライ回数ｃ」「排出動作のリトライ回数ｄ」「包装速度ｑ」の全てが記憶部８
２に記憶されることに限定されることはなく、これらの各設定値のうち一部のもののみが
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記憶部８２に記憶され、包装モード選択部９８により正常硬貨包装モードや異常硬貨包装
モードＡ～Ｃが選択されたときに上記の各設定値のうち一部のもののみが用いられるよう
になっていてもよい。
【００７０】
　また、本実施の形態による硬貨包装機１０では、搬送部２０に搬送される硬貨を包装部
２２に送るか否かの選別を行う選別部として追加排出口（図示せず）が設けられているが
、制御部８１は、包装モード選択部９８により異常硬貨包装モードＡ～Ｃが選択されると
、識別センサ４８により識別された硬貨が包装対象となる金種の硬貨である場合には、当
該識別センサ４８による硬貨の識別結果にかかわらず、すなわち識別センサ４８により変
形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨が検知されたときでも、搬送部２０により搬送される硬貨
を追加排出口から排出しないで全て包装部２２に送るよう硬貨包装機１０の各構成部材を
制御するようになっている。上述したように、各異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する処
理態様に係る各項目の数値は正常硬貨包装モードに対応する処理態様に係る各項目の数値
よりも緩い条件となるよう設定されているため、異常硬貨を追加排出口から排出しないで
搬送部２０から包装部２２に送っても当該包装部２２において詰まり等のトラブルが発生
することが少ないと考えられるからである。
【００７１】
　また、図５の表に示すような異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値（具体的に
は、「搬送路高さｈ１～ｈ３」「搬送路幅ｗ１～ｗ３」「繰り出し動作のリトライ回数ａ

１～ａ３」「搬送速度ｖ１～ｖ３」「搬送動作のリトライ回数ｂ１～ｂ３」「集積部での
硬貨の下げ量ｐ１～ｐ３」「包装紙送り動作のリトライ回数ｃ１～ｃ３」「排出動作のリ
トライ回数ｄ１～ｄ３」「包装速度ｑ１～ｑ３」）のうち少なくとも一部の項目の設定値
を任意で設定することができるようになっている。このような設定は例えば操作者が操作
表示部１３の操作キー１３ｂにより行うことができる。また、異常硬貨包装モードＡ～Ｃ
に対応する各設定値の全てを手動で設定する必要はなく、異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対
応する各設定値のうち少なくとも一部の項目の設定値を手動で設定すると他の項目の設定
値が自動で設定されるようになっていてもよい。また、異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応
する各設定値のうち少なくとも一部の項目の設定値を任意で設定したときに、設定された
設定値が記憶部８２に記憶されるようになっている。
【００７２】
　また、本実施の形態による硬貨包装機１０では、記憶部８２として、当該硬貨包装機１
０の筐体１１から取り外し可能な記録媒体（例えば、ＵＳＢメモリやＳＤカード等）が用
いられるようになっていてもよい。この場合には、硬貨包装機１０には、記憶媒体に記憶
された情報を読み取る読取部（図示せず）が設けられるようになる。また、この場合には
、記憶媒体に記憶された異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値および異常硬貨包
装モードＡ～Ｃに対応する各設定値のうち少なくとも一部の項目を任意で設定した設定値
を他の硬貨包装機１０の読取部に読み取らせることにより、他の硬貨包装機１０でも元の
硬貨包装機１０の記憶媒体に記憶された異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値、
または異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値のうち少なくとも一部の項目を任意
で設定した設定値で硬貨の包装処理を行うことができるようになる。
【００７３】
　また、記憶部８２に記憶された異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値および異
常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値のうち少なくとも一部の項目を任意で設定し
た設定値を、通信部９９により他の硬貨包装機１０に送信することができるようになって
いてもよい。この場合には、他の硬貨包装機１０でも元の硬貨包装機１０の記憶部８２に
記憶された異常硬貨包装モードＡ～Ｃに対応する各設定値、または異常硬貨包装モードＡ
～Ｃに対応する各設定値のうち少なくとも一部の項目を任意で設定した設定値で硬貨の包
装処理を行うことができるようになる。このように、処理する硬貨の状況に応じて既存の
異常硬貨包装モードＡ～Ｃに改善を加えた設定値を他の硬貨包装機１０と共有することで
、元の硬貨包装機１０に留まらず他の硬貨包装機１０においても異常硬貨を効率良く処理
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することが可能となる。
【００７４】
　以上のような構成からなる本実施の形態の硬貨包装機１０およびこのような硬貨包装機
１０による硬貨包装方法によれば、包装モード選択部９８により正常硬貨包装モードおよ
び異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを選択し、選択された包装モードに対
応する、記憶部８２に記憶された処理態様で硬貨の包装処理を行うよう制御部８１が各構
成部材を制御することにより、変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包装する場合でも異常
硬貨包装モードを選択することによってこの異常硬貨包装モードに対応する処理態様で異
常硬貨を処理することができ、よって硬貨の搬送路３３等で詰まり等の問題が生じること
なくこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨を作成することができるよう
になる。
【００７５】
　また、本実施の形態の硬貨包装機１０においては、上述したように、搬送部２０により
搬送される硬貨を包装部２２に送るか否かの選別を行う選別部として追加排出口が設けら
れており、制御部８１は、包装モード選択部９８により異常硬貨包装モードが選択される
と、識別センサ４８による硬貨の識別結果にかかわらず、搬送部２０により搬送される硬
貨を選別部により選別しないで（すなわち、追加排出口により排出しないで）全て包装部
２２に送るよう硬貨包装機１０の各構成部材を制御するようになっている。上述したよう
に異常硬貨包装モードに対応する処理態様に係る各項目の数値は正常硬貨包装モードに対
応する処理態様に係る各項目の数値よりも緩い条件となるよう設定されているため、異常
硬貨を追加排出口から排出しないで搬送部２０から包装部２２に送っても当該包装部２２
において詰まり等のトラブルが発生することが少ないと考えられるからである。
【００７６】
　また、本実施の形態の硬貨包装機１０においては、上述したように、記憶部８２に記憶
される、正常硬貨包装モードに対応する処理態様および異常硬貨包装モードに対応する処
理態様は、搬送部２０における硬貨の搬送路３３の高さ、搬送路３３の幅の大きさ、投入
された硬貨の繰り出しを行うための繰出部（具体的には、回転円盤部１９）から搬送部２
０への硬貨の繰り出し動作のリトライ回数、搬送部２０による硬貨の搬送速度、搬送部２
０による包装部２２への硬貨の搬送動作のリトライ回数、包装部２２に送られるべき硬貨
が集積される集積部２１に硬貨が１枚ずつ集積される度に硬貨支持部６３が下降する量、
包装部２２に包装媒体（具体的には、包装紙１６）を送る動作のリトライ回数、包装され
た包装硬貨を包装部２２から排出する動作のリトライ回数、および包装部２２における硬
貨の包装速度のうち少なくとも一つの項目に係る設定値である。
【００７７】
　また、本実施の形態の硬貨包装機１０においては、上述したように、異常硬貨包装モー
ドに対応する上記の各設定値のうち少なくとも一部の項目の設定値を任意で設定すること
ができるようになっていてもよい。この場合、異常硬貨包装モードに対応する各設定値の
うち少なくとも一部の項目の設定値が設定されると他の項目の設定値が自動で設定される
ようになっていてもよい。また、異常硬貨包装モードに対応する各設定値のうち少なくと
も一部の項目の設定値を任意で設定したときに、設定された設定値が記憶部８２に記憶さ
れるようになっていてもよい。この際に、記憶部８２は持ち運び可能な記憶媒体からなり
、硬貨包装機１０には、記憶媒体に記憶された情報を読み取る読取部が設けられており、
記憶媒体に記憶された各設定値を他の硬貨包装機１０の読取部に読み取らせることにより
、他の硬貨包装機１０でも元の硬貨包装機１０の記憶媒体に記憶された各設定値で硬貨の
包装処理を行うことができるようになっていてもよい。あるいは、記憶部８２に記憶され
た各設定値を通信部９９により他の硬貨包装機１０に送信することにより、他の硬貨包装
機１０でも元の硬貨包装機１０の記憶部８２に記憶された各設定値で硬貨の包装処理を行
うことができるようになっていてもよい。
【００７８】
　また、本実施の形態の硬貨包装機１０においては、上述したように、異常硬貨包装モー
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ドとして、各項目の設定値の少なくとも一部が互いに異なる複数の種類の異常硬貨包装モ
ードＡ～Ｃが設けられており、包装モード選択部９８により異常硬貨包装モードが選択さ
れる際に、複数の種類の異常硬貨包装モードＡ～Ｃからある一つの異常硬貨包装モードが
選択されるようになっている。このように、複数（具体的には３つ）の種類の異常硬貨包
装モードＡ～Ｃが設定されていることにより、異常硬貨の様々な種類に応じて異常硬貨包
装モードの種類を変えることができるようになる。
【００７９】
　なお、本実施の形態による硬貨包装機１０や硬貨包装方法は、上述したような態様に限
定されることはなく、様々な変更を加えることができる。
【００８０】
　例えば、包装モード選択部９８により正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードの
うちいずれかの包装モードを選択するにあたり、操作者が操作表示部１３の操作キー１３
ｂにより正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれかの包装モードを制
御部８１に手動で入力する代わりに、識別センサ４８による硬貨の識別結果に基づいて包
装モード選択部９８により正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれか
の包装モードが自動で選択されるようになっていてもよい。より詳細には、通常時には正
常硬貨包装モードで硬貨の包装処理が行われ、識別センサ４８により識別された硬貨が変
形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨であると制御部８１において判断されると包装モード選択
部９８により異常硬貨包装モードが自動的に選択されるようになっていてもよい。この場
合には、ホッパ１２に投入される硬貨に異常硬貨が混じっていることを操作者が気づかな
くてもこのような異常硬貨を確実に包装して包装硬貨を作成することができるようになる
。
【００８１】
　また、本発明による原理は、単体で用いられる硬貨包装機１０以外にも、硬貨に包装紙
を巻いて包装する包装ユニットを複数備えた硬貨包装システムに適用することができる。
このような硬貨包装システムは、硬貨を例えば金種別に選別する選別ユニットと、選別さ
れた硬貨の種類毎に包装処理を行う複数の硬貨包装ユニットと、これらの選別ユニットや
複数の硬貨包装ユニットの管理を行う管理装置とを備えており、図１乃至図４に示すよう
な単体で用いられる硬貨包装機１０に設けられた上記の包装モード選択部９８、記憶部８
２および制御部８１のうち少なくとも一部または全部が硬貨包装システムの管理装置に設
けられるようになっている。なお、上記の包装モード選択部９８、記憶部８２および制御
部８１のうち硬貨包装システムの管理装置に設けられないものは各硬貨包装ユニットにそ
れぞれ設けられるようになる。このような硬貨包装システムでも、例えば管理装置におい
て包装モード選択部により正常硬貨包装モードおよび異常硬貨包装モードのうちいずれか
の包装モードを選択し、選択された包装モードに対応する、記憶部に記憶された処理態様
で硬貨の包装処理を行うよう例えば管理装置の制御部が各硬貨包装ユニットの各構成部材
を制御することにより、硬貨包装ユニットにおいて変形硬貨や汚損硬貨等の異常硬貨を包
装する場合でも異常硬貨包装モードを選択することによってこの異常硬貨包装モードに対
応する処理態様で異常硬貨を処理することができ、よって硬貨の搬送路等で詰まり等の問
題が生じることなくこのような異常硬貨を迅速かつ確実に包装して包装硬貨を作成するこ
とができるようになる。
【００８２】
　また、本発明による硬貨包装システムとして、１つの硬貨包装ユニットと、当該硬貨包
装ユニットの管理を行う管理装置とを備えたものが用いられてもよい。この場合にも、図
１乃至図４に示すような単体で用いられる硬貨包装機１０に設けられた上記の包装モード
選択部９８、記憶部８２および制御部８１のうち少なくとも一部または全部が硬貨包装シ
ステムの管理装置に設けられるようになる。
【００８３】
　また、図５では、説明の簡略化のために、ある金種についての一例を挙げたが、実際に
はこのような表が、少なくとも硬貨包装機１０が扱うことのできる金種の数だけ存在する
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。また、図５では、正常硬貨包装モードが１つのモードであるとともに、異常硬貨包装モ
ードＡ～Ｃが３つのモードの場合を例にあげて説明したが、別の例として、例えば正常硬
貨包装モードを複数設けてもよいし、異常硬貨包装モードとして図５に示すような３つの
異常硬貨包装モードＡ～Ｃよりさらに多くのモードを設けてもよい。さらに、異常硬貨包
装モードＡ～Ｃに対応する各設定値のうち少なくとも一部の項目を任意で設定した設定値
に関しても、異常硬貨包装モードＤ、Ｅ、Ｆ・・・のようにモード数を追加して各設定値
を記憶部８２に記憶させるようにしてもよい。
【００８４】
　さらに、図５の表における搬送速度（ｖ０～ｖ３）、包装速度（ｑ０～ｑ３）は各々一
つの値として表現したが、例えば搬送ベルト４０と搬送ベルト４１でそれぞれ異なった搬
送速度として設定してもよいし、正転時と逆転時でそれぞれ異なる搬送速度として設定し
てもよい。また包装速度（ｑ０～ｑ３）は各々一つの値として表現したが、前述したよう
に、包装速度ｑとは、包装部２２における硬貨の包装速度のことをいい、具体的には各包
装ローラ６７の回転速度や巻込み針６８が包装紙１６の両端を集積硬貨の端面に巻込む巻
込み速度により決定されるので、一つの包装速度の代わりに、包装ローラモータ９５によ
る各包装ローラ６７の回転速度、およびカム軸モータ９６による巻込み針６８の移動速度
の複数の速度数値を各モードに対応した設定値としてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
１０　　硬貨包装機
１１　　筐体
１２　　ホッパ
１３　　操作表示部
１３ａ　モニタ
１３ｂ　操作キー
１５　　包装硬貨投出部
１６　　包装紙
１７　　包装紙供給台
１８　　供給部
１９　　回転円盤部
２０　　搬送部
２１　　集積部
２２　　包装部
２５　　供給円盤
２６　　周壁
２９　　回転円盤
３０　　周壁
３１　　厚み規制部材
３３　　搬送路
３４、３５　通路底板
３５　　通路底板
３６、３７、３８　可動通路部材
３９　　搬送ベルト部
４０　　第１の搬送ベルト
４１　　第２の搬送ベルト
４２、４３、４４、４５　プーリ
４７　　排出口
４８　　識別センサ
４９　　カウントセンサ
５０　　ストッパ
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５１　　チェックセンサ
５３　　通路幅調整部
５４　　軸
５５　　通路幅調整カム
５６、５７　ベアリング
６１　　集積ベルト
６２　　集積ガイド
６３　　硬貨支持部
６７　　包装ローラ
６８　　巻込み針
６９　　給紙ローラ
７０　　カッター
７１　　支持部
７２　　支持軸
７３　　カム軸
７４　　カム
７５　　アーム
７６　　軸
８１　　制御部
８２　　記憶部
８４　　供給モータ
８５　　回転円盤モータ
８６　　通路幅モータ
８７　　ストッパソレノイド
８９　　第１のモータ
９０　　第２のモータ
９１　　硬貨案内モータ
９２、９３　集積モータ
９４　　内径モータ
９５　　包装ローラモータ
９６　　カム軸モータ
９７　　給紙モータ
９８　　包装モード選択部
９９　　通信部
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